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会    議    録 

(嬉野市審議会等の公開に関する要綱第９条関係) 

 

所管課 新幹線・まちづくり課 

会議名 

(審議会等名) 
第１回嬉野市指定管理者選定委員会（嬉野総合運動公園等） 

開催日時 令和５年７月２６日（火）  １０：００～１１：００ 

開催場所 嬉野市役所 嬉野庁舎 ３階 ３－１会議室 

会議の公開の可否 可 ・ 不可 ・一部不可 傍聴者数 ０人  

公開不可・一部不可

の場合はその理由 
 

出 席 者 

委 員 宮﨑委員、山口委員、志田委員、井上委員、三根委員 

事務局 

新幹線・まちづくり課長（馬場）、同副課長（前川） 

同主査（江頭）、同主事（清水） 

文化・スポーツ振興課長（三根） 

その他  

会議の議題 別紙のとおり 

配布資料 第１回嬉野市指定管理者選定委員会次第、資料１～３ 

審議等の内容 別紙のとおり 
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審 議 等 の 内 容 

(嬉野市審議会等の公開に関する要綱第９条関係) 

 

所管課 新幹線・まちづくり課 

議 

題 

（１） 本委員会の公開・非公開について 

（２） 指定管理者の募集要項・仕様書について 

（３） 書類審査・面談（ヒアリング）について 

（４） 今後のスケジュールについて 

（５） その他 

審

議

経

過 

 

 

 

委員長 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

委員 

委員長 

 

 

 

 

 

 

委員 

事務局 

委員 

事務局 

 

委員 

委員 

委員 

委員 

議題（1）について 

事務局より公開・非公開について説明を行い、意見を求めた。 

 

本委員会の公開・非公開について、事務局より説明をお願いします。 

嬉野市審議会等の会議の公開に関する要綱 第 3条により「会議は、原則と

して公開する」とあり、第１回指定管理者選定委員会は公開としたい。 

ただし、第 2回指定管理者選定委員会では応募者の申請書類の貸借対照表や

財産目録等により、当該応募者の経営状況を把握できる。また、二次審査（プ

レゼン）の公開により知的財産の侵害の恐れがある。よって、嬉野市審議会

等の会議の公開に関する要綱 第 4条 2の「会議を公開することにより、公

正かつ円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められ

る場合」により非公開としたい。 

ただいまの事務局の説明に対し異議はないか。 

異議なし。 

異議なしとのことですので、本委員会は公開にて会議をし、第２回委員会は

非公開とします。 

 

議題（2）について 

指定管理者の募集要項・仕様書（資料１、別紙１）に沿って、説明を行い、

意見を求めた。 

 

募集要項に実績は問わないか。 

問わない。 

以前の公募の際に応募が何社あったのか。 

過去 2 回とも 1 社のみ応募。実績を要綱に含めると現在の 1 社が有利にな

ると思うが、含めたほうがよければ変更する。 

市内事業者・実績で絞ると応募範囲が狭まるのでは。 

広く募集するには市外事業者で実績ありにしてはどうか。 

指定管理料は市の財源なので、市内事業者にしてもいいのでは。 

実績を応募条件でなく審査加点にしてはどうか。 
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事務局 

 

 

委員 

事務局 

委員 

事務局 

 

委員 

事務局 

委員 

 

事務局 

委員 

事務局 

 

委員長 

 

委員 

 

 

 

 

委員 

 

委員 

事務局 

委員長 

 

委員 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

委員 

事前に市外事業者を含めるか協議し、市民に密着した施設であるので、今

回は市内事業者でよいのではとなった。5 年後は時代の流れも考慮し、市外

事業者まで広めて選択肢と考えてもよいと思う。 

市民に密着した体育施設なので市内事業者でよいのではないか。 

今回までは雇用を確保する意味でも市内事業者で公募したい。 

指定管理料の記載があるが、それ以下で応募された場合はどうするのか。 

記載はあくまでも市算定の基準価格となる。企業努力で予算が下がれば、

それでも構わない。 

施設プールを嬉野中学校以外で利用はあるか。 

嬉野中学校の授業のみで利用され、それ以外は無い。 

指定管理料の積算基準と、前回の委託料から減額になっている理由はなに

か。 

過去実績に基づき積算、減額は嬉野市中央体育館の電気料金見直しによる。 

みゆき球技場は夏季の利用時間延長ができるか。 

条例で利用時間が決まっているので不可、延長となると条例改定が必要とな

る。 

市内に限らず募集等の意見があったが、事務局の意向を踏まえ議論した結

果、今回は市内事業者で実績を問わず募集してよいか。 

異議なし。 

 

議題（3）について 

資料 2 に沿って、選定基準項目について説明を行った 

 

各委員の合計得点が 7 割以上であることが適否の判断基準となっているが、

妥当か。 

平均だと 6 割ではないか。 

指定管理制度運用ガイドラインでは 6 割を最低基準としている。 

審査の適否の判断基準を各委員の合計得点を 7 割以上から 6 割以上に変更

してよいか。 

異議なし。 

 

 

議題（4）について 

資料 3 に沿って、今後のスケジュールについて説明を行った。 

 

質問、意見等 特になし。 

 

 

議題（5）について 

質問、意見等 特になし。 

 


